
令和３年１０月 東金市教育委員会会議（定例会）会議録  

 

 

１ 日 時  令和３年１０月２０日（水）  

開会 午後１時３０分  

        閉会 午後２時５０分  

 

２ 場 所  東金市役所 ５階大会議室  

 

３ 招集者  東金市教育委員会教育長  石 川  貢 彦  

 

４ 教育長及び出席委員  

教育長             石 川  貢 彦  

委 員（教育長職務代理者）  石 田  絢 子  

委 員            山 下  美 紀  

委 員            豊 田  和 雄  

委 員            吹 野  恭 一  

 

５ 出席職員  

教育部長      長 尾  泰 正  教育総務課長  矢 﨑  正  

学校教育課長    新 田  篤    生涯学習課長  岩 瀬  保 雄  

スポーツ振興課長  佐久間  英 郎  中央公民館長  今 井  和 彦  

東金図書館長    片 岡  一 徳  

 

  事務局  

教育総務課副課長 小 倉  功 照  同課庶務係長  川 崎  一 郎  

   同課主査     小 山  和 哉  

 

６ 傍聴人  なし  

 

７ 議 題  

  議決事項  

第１号議案 東金市教育委員会教育功労者の決定について  

    第２号議案 行事の後援の承認について  

    第３号議案 行事の後援の承認について  

 



報告事項  

１ 東金市教育委員会教育長職務代理者の指名について  

２ 専決した事項の報告について  

      行事の共催の承認  

３ 教育委員会事務に係る点検・評価報告書について  

４ 諸報告  

 

   その他  

 

８ 議事の大要  

第１ 開 会 

午後１時３０分、石川教育長より開会が宣告された。 

 

第２ 会議録署名委員の指名 

石川教育長より吹野委員を指名した。 

 

第３ 令和３年９月教育委員会会議（定例会）会議録の承認 

石川教育長より令和３年９月２２日開催の東金市教育委員会定例会の会議録につ

いて承認を求めた。 

全員異議なし 

 

 第４ 議 件  

石川教育長より、第１号議案については人事に関する事件に該当することから東

金市教育委員会会議規則第１２条ただし書の規定により非公開とする提案があった。 

採決の結果、全員賛成であったため、非公開とされた。  

 

  第１号議案 東金市教育委員会教育功労者の決定について  

 

石川教育長より第１号議案について出席職員に説明を求めた。 

教育総務課長より東金市教育委員会教育功労者の決定について説明した。 

 

＜説明概要＞ 

本件は、教育委員会事務局や学校等から推薦された者のうちから東金市教育委員会表

彰規程に基づく東金市教育委員会教育功労者を決定することについて審議をお願いする

もの。  

原案どおり可決 



第２号議案 行事の後援の承認について  

 

石川教育長より行事の後援の承認について出席職員に説明を求めた。 

教育総務課長より行事の後援の承認について説明した。 

 

＜説明概要＞ 

本件は、令和３年９月２８日付けで団体名「株式会社地域新聞社」から申請のあった

行事の後援の承認について審議をお願いするもの。 

 

全員一致で原案どおり可決 

 

第３号議案 行事の後援の承認について  

 

石川教育長より行事の後援の承認について出席職員に説明を求めた。 

教育総務課長より行事の後援の承認について説明した。 

 

＜説明概要＞ 

本件は、２０２１年１０月８日付けで団体名「千葉土建一般労働組合山武支部」から

申請のあった行事の後援の承認について審議をお願いするもの。 

 

石田委員 申請書には「工作キットを会場で配布し」とありますが、この工作キットは

どのように入手されるのでしょうか。収支予算の中にはこの工作キット購入に

関する記載はありませんので。 

 

教育総務課長 千葉土建一般労働組合の本部から山武支部に配布されるので、経費とし

て計上する必要はないとのことでした。 

 

全員一致で原案どおり可決 

 

第５ 報 告  

１ 東金市教育委員会教育長職務代理者の指名について  

 

石川教育長    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項には、 

教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ

その指名する委員がその職務を行うと定められております。  

これまで職務代理者を務められておりました鈴木正明委員は、



去る９月３０日をもって委員の任期を満了し、退任されました。  

これに伴いまして、新たに職務代理者を指名する必要が生じたこ

とから、令和３年１０月１日付けで石田絢子委員を職務代理者と

して指名しました。  

 

２ 専決した事項の報告について  

    行事の共催の承認  

 

生涯学習課長   資料の１９頁をお願いいたします。教育長の専決により承認さ

れた行事の共催について御説明させていただきます。  

         成東・東金食虫植物群落は国の天然記念物に指定されまして昨

年１００周年を迎えました。このことから様々な記念イベントが

行われております。  

            行事名は企画展示「国指定天然記念物 成東・東金食虫植物群

落保存の歩み」で、申請者は東金市郷土研究愛好会です。後援は

東金市及び山武市教育委員会。会場は東金文化会館常設展示室、

期間は令和３年１０月３０日（土）から約１年間です。行事の趣

旨は「成東・東金食虫植物群落に関する展示を行い、東金市内外

に食虫植物群落のことや保存活動の歩み等を周知する」というも

のでございまして、専決した日は令和３年１０月１３日です。  

 

３ 教育委員会事務に係る点検・評価報告書について  

 

教育総務課長   この報告書の趣旨や概要を含めまして、報告させていただきま

す。  

お手元には、別冊として配布させていただきました令和３年度

の点検・評価報告書と記載された冊子の１頁をお願いいたします。 

まず、最初に、この報告書の趣旨について御説明させていただ

きます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１

項は、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執

行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を

作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならな

いと定めております。このため、東金市教育委員会におきまして

も、この規定により、点検及び評価を行い、報告書を作成する必

要がございます。  

お手元の冊子は、この法定の報告書を作成するに当たりまして、



原案として事務局で作成したもので、委員の皆様方に御覧いただ

きまして、修正の御指示等をいただきたく、配布させていただい

たものです。  

委員の方々から御意見をいただくに当たりまして、この報告書

の概要を、この第１章から第３章までの順に沿って御説明させて

いただきます。  

この報告書は、３章で構成されておりまして、第１章として点

検・評価の対象及び方法、第２章として教育委員会の諸活動、第

３章として重点施策ごとの取組状況がそれぞれの内容となって

おります。  

第１章でございます。この報告書における点検・評価の対象、

方法について記載されております。お手元は、原案の６頁の２東

金市教育振興基本計画の施策体系をお開きください。まず、点

検・評価の対象となる事務についてですが、平成２８年度から令

和２年度までを期間として定められた東金市教育振興基本計画

のなかで掲げられた合計２７の「重点施策」の区分ごとに定めら

れた、合計８５の重点事業を対象としております。  

お開きいただいた６頁の表には、左から順に基本方針、基本目

標、重点施策の項目がとられております。今申しました２７の重

点施策が、この表の一番右の重点施策になります。  

しかしながら、ここでは２７の重点施策までの記載であり、８

５の重点事業までは記載されておりません。ですので、重点事業

の具体例として、表の右上、重点施策１－ (１ )確かな学力の育成

で重点事業を確認したいと思います。  

９頁を御覧ください。取組 (事業展開 )の欄に記載された１一人

ひとりのニーズに応じたきめ細かな教育の推進から５放課後子

ども教室の開催までが、この重点事業に該当するものです。この

取組 (事業展開 )の合計が８５であり、この報告書における点検・

評価の対象となっている事業ということになります。  

次に、点検・評価の方法につきましては、原案の１頁中段に記

載のとおり、重点施策ごとに取組内容を評価し、定めた目標（値）

の達成状況を明確にする、今後の課題等に対する取組について検

討するというものです。  

原案の第１章では、これら点検・評価の趣旨、対象、方法につ

いて記載しております。  

また、報告書作成の根拠につきまして、法律の抜粋を掲載して



おりますので、後ほど御覧いただければと存じます。  

次に第２章についてです。第２章は、教育委員会の諸活動と題

しまして、令和２年度の委員の活動実績をまとめております。こ

こに令和元年度の実績は記載されておりませんが、令和元年度と

令和２年度を比較しますと、人事案件は８件から１５件に７件の

増、条例・規則関係は１４件で変わらず、その他は１５件から１

４件に１件の減となっております。  

５頁を御覧ください。こちらは、令和２年度の委員の方々の研

修・行事への参加をまとめたものです。多くの行事が新型コロナ

ウイルス感染拡大予防のため、書面開催又は中止となりました。 

お進みいただきまして、第３章でございます。恐れ入りますが、

６頁をもう一度お開きください。  

この第３章は、ここにありますように東金市教育振興基本計画

の基本方針である３つの柱、学校教育・家庭教育の柱、生涯学習・

歴史文化の柱、スポーツ振興の柱の区分、さらには、基本目標、

重点施策、重点事業まで、この教育振興基本計画との整合に配慮

したかたちで体系付けられております。  

この点につきましては、８頁を御覧いただきますと、まず基本

方針、そして基本目標が記載されており、続いて、重点施策、教

育振興基本計画でいうところの重点事業である取組 (事業展開 )と

して記載されていることから御確認いただけます。  

この第３章につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため事業の中止が相次いだことや分量の関係などから重点施

策ごとの説明は割愛させていただきますが、基本方針である学校

教育・家庭教育の柱の下に１４重点施策、４７事業、生涯学習・

歴史文化の柱の下に８重点施策、２５事業、スポーツ振興の柱の

下に５重点施策、１３事業が展開され、これらについて、実績や

評価、課題をまとめたものでございます。  

なお、本年度は、東金市教育振興基本計画の計画期間、平成２

８年度から令和２年度までの最終年度である令和２年度の事業

内容を総括する年度であることから、この点にも留意しておりま

す。  

最後に、今後の流れについて御説明させていただきます。１１

月上旬を目安としまして、委員の方々からの御指示等をこの原案

に反映いたします。  

また、これと並行しまして、学識経験者の方々からこの原案に



ついて御意見をいただきます。学識経験者の方々から御指摘いた

だいた事項については可能な限り原案に反映させることとして

おります。  

その後、これらの手続を経たものを報告書の案としまして１１

月の教育委員会会議でお諮りさせていただきます。  

そして、会議で議決をいただいたものを法律第２６条第１項の

規定によりまして、第４回定例会の市議会において市議会議員の

方々に配布するとともに、ホームページで公表する予定でござい

ます。  

御説明が長くなってしまいましたが以上でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。  

 

石田委員     この場では詳細な意見は求めないとのことですが、この報告書は

東金市教育振興基本計画の最終年度のまとめということになります。 

しっかりと内容を見させていただいて、何かあれば、期限までに御

提案させていただきたいと思います。  

 

４ 諸報告  

⑴ 石川教育長  

     １０月２日に東金市文化団体協議会の創立５０周年記念式典が東金市中央公民

館講堂で開催されたこと等について報告した。  

 

⑵ 教育部長  

     １２月に開催される市議会定例会に関し、日程予定や教育委員会が関係する条

例案、補正予算案の概要等について、説明した。  

 

⑶ 教育総務課長  

     石田委員と吹野委員がそれぞれ１０月１日付けで市長の附属機関の委員に就任

されたこと等について、報告した。  

 

⑷ 学校教育課長  

     １０月１日は台風のため幼稚園及び小中学校は臨時休業となったこと、各幼稚

園で運動会が実施されたこと、各小中学校において修学旅行等の校外学習が実施

されていること、東金中学校の吹奏楽部が１０月９日に札幌市で開催された東日

本学校吹奏楽大会で銀賞を受賞したこと等について、報告した。  

     長欠不登校の状況について、資料に沿って報告した。  



⑸ 生涯学習課長  

１０月及び１１月の行事予定について、生涯学習課行事計画に沿って説明した。 

 

⑹ スポーツ振興課長      

     １０月及び１１月の行事予定について、スポーツ振興課行事計画に沿って説明

した。  

 

⑺ 中央公民館長  

１０月及び１１月の行事予定について、公民館行事計画に沿って説明した。  

また、緊急事態宣言が解除されたことから１０月１日から概ね平常時の貸館を

再開した旨を併せて報告した。  

 

⑻ 東金図書館長  

９月１日から１０月４日まで行われていた閲覧スペースの利用制限について、

報告した。  

また、１０月及び１１月の行事予定について、図書館行事計画に沿って説明し

た。  

 

第６ その他  

    事務局より、次回の教育委員会定例会の開催日時等の予定について連絡した。  

 

第７ 閉 会  

    午後２時５０分、石川教育長より閉会が宣告された。  

 


